
2026年4月2日

当社は、従業員の処遇および持続的な企業価値向上を目指し、ここに賃上げ方針

を表明致します。

賃上げ方針に関する表明について

記

1.表明内容

2.対象

当社は、2026年度（2026年10月1日から2027年9月30日まで）において、給与等受給者一

人あたりの平均受給額を、前年度比1.5％以上引き上げる計画であることを表明します。
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